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ニ
ュ
ー
ス

募
　
　
集

講
座
・
教
室

お
　
　
礼

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

菊
池
寺
子
屋
の
公
開
日

　

29
年
度
も
菊
池
省
三
氏
に
教
育

特
使
を
委
嘱
し
「
菊
池
学
園
」
を

継
続
・
拡
充
し
て
い
き
ま
す
。
そ

の
な
か
「
菊
池
寺
子
屋
」
を
次
の

日
程
で
開
催
し
ま
す
。
町
内
に
お

住
ま
い
の
方
な
ら
ど
な
た
で
も
傍

聴
で
き
ま
す
。
な
お
、
テ
ー
マ
及

び
時
間
は
予
定
で
す
の
で
、
変
更

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
参
加
希

望
さ
れ
る
場
合
は
、
事
前
に
教
育

委
員
会
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　

4
月
4
日（
火
）

▼
テ
ー
マ

　

「
学
級
ス
タ
ー
ト
1
週
間
の

　
　

取
組
」

▼
日
時　

4
月
5
日（
水
）

▼
テ
ー
マ

　

「
価
値
語
に
つ
い
て
」

　

「
成
長
ノ
ー
ト
に
つ
い
て
」

▼
日
時　

4
月
27
日（
木
）

▼
テ
ー
マ

　

「
ほ
め
言
葉
の
シ
ャ
ワ
ー
に

　
　

つ
い
て
」

▼
場
所　

い
の
ホ
ー
ル

▼
時
間　

19
時
～
21
時

▼
講
師　

い
の
町
教
育
特
使　

菊
池　

省
三　

氏

■
問
い
合
わ
せ

　

教
育
委
員
会
事
務
局

　
　

☎
８
９
３-

１
９
２
２

お
知
ら
せ

固
定
資
産
税
課
税
台
帳
の

縦
覧
に
つ
い
て

　

納
税
者
が
所
有
す
る
土
地
・
家

屋
の
評
価
額
を
、
町
内
の
他
の
土

地
・
家
屋
と
比
較
し
、
適
正
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

▼
縦
覧
期
間

　

４
月
３
日（
月
）～

　
　

５
月
１
日（
月
）

　

（
土
、
日
、
祝
日
を
除
く

　
　
　

８
時
30
分
～
17
時
15
分
）

▼
縦
覧
で
き
る
方

　

納
税
者
、
納
税
管
理
人
及
び
代

理
権
を
有
す
る
代
理
人

※
土
地
・
家
屋
を
所
有
し
て
い
て
も

固
定
資
産
税
が
課
税
さ
れ
て
い

な
い
方
は
、縦
覧
資
格
が
あ
り
ま

せ
ん
。な
お
、自
己
の
土
地
・
家
屋

の
価
額
と
他
の
土
地
・
家
屋
の
価

額
を
比
較
す
る
目
的
以
外
は
、縦

覧
で
き
ま
せ
ん
。

▼
縦
覧
場
所

　

町
民
課

　

各
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

▼
記
載
事
項

　

土
地
：
所
在
、
地
番
、
地
目
、

　
　
　
　

地
積
、
価
額

　

家
屋
：
所
在
、
家
屋
番
号
、

　
　
　
　

種
類
、
構
造
、
床
面
積
、

　
　
　
　

価
額

▼
縦
覧
手
数
料

　

無
料

▼
縦
覧
に
必
要
な
も
の

　

納
税
通
知
書
又
は
課
税
明
細
書
。

こ
れ
ら
の
書
類
が
な
い
場
合
は
、

印
鑑
（
法
人
の
場
合
は
会
社
印
又

は
代
表
者
印
）
、
運
転
免
許
証
、

保
険
証
な
ど
本
人
を
確
認
で
き
る

も
の
。
な
お
、
代
理
人
の
場
合
は
、

こ
の
ほ
か
に
委
任
状
が
必
要
で
す
。

お
知
ら
せ

固
定
資
産
税
課
税
台
帳
の

閲
覧
に
つ
い
て

　

納
税
義
務
者
が
所
有
す
る
固
定

資
産
に
つ
い
て
、
課
税
台
帳
に
記

載
さ
れ
た
事
項
を
確
認
で
き
る
制

度
で
す
。

　

納
税
通
知
書
発
送
時
に
同
封
す

る
課
税
明
細
書
に
よ
り
、
ご
自
分

の
資
産
に
対
す
る
課
税
内
容
を
確

認
で
き
ま
す
が
、
固
定
資
産
課
税

台
帳
の
閲
覧
や
固
定
資
産
課
税
台

帳
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
証
明
の

交
付
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
も

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
閲
覧
制
度
に
つ
い
て
は
、

借
地
人
・
借
家
人
な
ど
の
賃
借
権

な
ど
を
有
す
る
方
も
対
象
で
す
が
、

借
地
人
な
ど
で
あ
る
方
に
つ
い
て

は
そ
の
賃
借
権
な
ど
を
有
す
る
土

地
に
つ
い
て
、
借
家
人
な
ど
で
あ

る
方
に
つ
い
て
は
そ
の
賃
借
権
な

ど
を
有
す
る
家
屋
及
び
そ
の
敷
地

で
あ
る
土
地
に
つ
い
て
の
み
、
閲

覧
又
は
証
明
の
交
付
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

▼
閲
覧
期
間

　

随
時
（
土
、
日
、
祝
日
を
除
く

８
時
30
分
～
17
時
15
分
）

▼
閲
覧
で
き
る
方

　

納
税
義
務
者
、
納
税
管
理
人
及

び
代
理
権
を
有
す
る
代
理
人
、
借

地
人
・
借
家
人
な
ど

▼
閲
覧
場
所

　

町
民
課

　

各
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

▼
記
載
事
項

　

土
地
：
所
有
者
の
氏
名
、
所
在
、

　
　
　
　

地
番
、
地
目
、
地
積
、

　
　
　
　

価
額
な
ど

　

家
屋
：
所
有
者
の
氏
名
、
所
在
、

　
　
　
　

家
屋
番
号
、
種
類
、
構

　
　
　
　

造
、
床
面
積
、
価
額
な

　
　
　
　

ど

▼
閲
覧
手
数
料

　

有
料
３
０
０
円

　

（
た
だ
し
、
納
税
義
務
者
に
つ

い
て
は
縦
覧
期
間
中
無
料
で
す
。）

▼
閲
覧
に
必
要
な
も
の

　

納
税
通
知
書
又
は
課
税
明
細
書
。

こ
れ
ら
の
書
類
が
な
い
場
合
は
、

印
鑑
、
運
転
免
許
証
、
保
険
証
な

ど
本
人
を
確
認
で
き
る
も
の
。
な

お
、
代
理
人
の
場
合
は
、
こ
の
ほ

か
に
委
任
状
が
必
要
で
す
。

※
借
地
人
・
借
家
人
な
ど
に
つ
い

て
は
、
別
途
賃
貸
借
契
約
書
・

領
収
書
な
ど
の
書
類
が
必
要
で

す
。

お
知
ら
せ　

生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
生

活
扶
助
を
受
け
て
い
る
方
の
固

定
資
産
税
減
免
申
請
に
つ
い
て

　

生
活
扶
助
を
受
け
て
い
る
方
で

減
免
申
請
を
さ
れ
る
方
は
、
４
月

24
日（
月
）ま
で
に
減
免
申
請
書
を

町
民
課
、
各
総
合
支
所
住
民
福
祉

課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

先
に
納
税
さ
れ
た
場
合
は
減
免
の

対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

■
問
い
合
わ
せ

　

町
民
課

　
　
　

☎
８
９
３-

１
１
１
７

　

吾
北
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

　
　
　

☎
８
６
７-

２
３
０
０

　

本
川
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

　
　
　

☎
８
６
９-

２
１
１
２

お
知
ら
せ　

個
人
番
号（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）

及
び
住
民
票
コ
ー
ド
入
り
の

住
民
票
の
取
得
に
つ
い
て

・
本
人
ま
た
は
同
世
帯
の
方
が
来

る
場
合

　

使
用
目
的
を
ご
記
入
い
た
だ
い

て
、
そ
の
場
で
取
得
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

・
委
任
を
受
け
た
別
世
帯
の
方
が

来
る
場
合

　

即
時
交
付
は
で
き
ま
せ
ん
。
本

人
の
住
所
に
、
転
送
不
要
の
簡
易

書
留
で
住
民
票
を
送
付
し
ま
す
。

　

同
じ
番
地
に
住
民
票
が
あ
っ
て


